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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第６区分
【発行日】平成23年5月6日(2011.5.6)

【公表番号】特表2010-526730(P2010-526730A)
【公表日】平成22年8月5日(2010.8.5)
【年通号数】公開・登録公報2010-031
【出願番号】特願2010-506968(P2010-506968)
【国際特許分類】
   Ｂ６５Ｄ  71/00     (2006.01)
   Ｂ６５Ｄ   5/04     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ６５Ｄ  71/00    　　　Ｅ
   Ｂ６５Ｄ   5/04    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成23年3月18日(2011.3.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　中間部分（３）の全幅がその端部（４、５）の全幅よりも大きい実質的に長円形の製品
（２）のための、厚紙シート又は段ボール材料でできた底（６、１１１、１１２）及びふ
た（７、１０９、１１０、１１２）を含む包装箱（１）であって、ふた（７）が、上壁（
１１０、１０９）によって互いに接続された二つの側壁（８、９、１１０、１１２）を含
み、下壁及び上壁が、前記全幅よりも小さい又はそれに等しい幅を有し、側壁（８、９）
が、前記製品の各中間部分（３）をきつく詰めることを可能にするために配設された、互
いに対向して規則的な間隔で離間した開口（１１）によって穿孔されていることを特徴と
する箱。
【請求項２】
　上壁（１０）が、製品（２）の各上端（４）をきつく詰めることを可能にするために配
設された、規則的な間隔で離間した開口（１２）によって規則的な間隔で穿孔されている
、請求項１記載の箱。
【請求項３】
　底（１１１、１１２）とふた（１０９、１１０、１１２）とが一つの部片である、請求
項１又は２記載の箱。
【請求項４】
　一連の四つのフラップ（１０９、１１０、１１１、１１２）、すなわち、エンドタブ（
１１３）を有する折りたたみ部分（１１２）をその二つの自由縁に横方向に備えた、底を
形成する主フラップ（１１１）、主フラップの各側にそれぞれ取り付けられて有孔側壁を
形成する二つの側方フラップ（１１０、１１２）及び側方フラップ（１１０）の一方に取
り付けられて上壁を形成するエンドフラップ（１０９）を含むブランクから形成され、他
方の側方フラップ及び／又は前記エンドフラップが接着タブ（１１４）を備えている、請
求項３記載の箱。
【請求項５】
　パッケージが、ブランクから形成された、互いから手で切り離すことができる二つの要
素（６、７）、すなわち、底を形成する第一の要素（６）及びふたを形成する第二の要素
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（７）を含む、請求項１及び２のいずれか１項記載の箱。
【請求項６】
　底を形成する第一の要素（６）が、端部折りたたみ部分（２０）によって中央壁に対し
て垂直に互いに固定された四つの側壁（１８、１９）が接続された中央壁（１５）によっ
て形成された陳列トレーを構成する、請求項５記載の箱。
【請求項７】
　第二の要素が、一連の三つのフラップ（８、９、１０）、すなわち、上壁を形成する中
央フラップ（１０）及び側壁を形成する二つの側方フラップ（８、９）を含むブランクか
ら形成され、それらの下寄り周囲部分が、トレーに対向して二つの側壁にそれぞれ固定さ
れている、請求項６記載の箱。
【請求項８】
　下寄り周囲部分が、引き裂きによるトレー／ふたの切り離しを可能にする脆いタブ（３
５）を含む、請求項７記載の箱。
【請求項９】
　ふたの側壁の下寄り周囲部分及びトレーの側壁が、スナップ嵌め接続によって一方を他
方に固定するための手段（３９、５３、５４）を含む、請求項８記載の箱。
【請求項１０】
　ふたの側壁が、その周囲に、折り返されてトレーの底の下に接着されることができる接
着タブ（３４、６１′、６３′）を含む、請求項７、８及び９のいずれか１項記載の箱。
【請求項１１】
　製品の端部のくさび止めを保証することができる切り欠き（９０）を備えた内部コーナ
ー（９２、９３）を含む、請求項１～１０のいずれか１項記載の箱。
【請求項１２】
　中間部分（３）の全幅がその端部（４、５）の全幅よりも大きい実質的に長円形の製品
（２）のための、底及びふたを備えた包装箱を形成するための、底を形成することができ
るフラップ（１５）及びふたを形成することができる一連の三つのフラップ（８、９、１
０）を含む、厚紙シート又は段ボール材料でできたブランク又は二つのブランク（１３、
１４）のセットであって、一連のフラップが、前記ふたの上壁を形成することができる上
フラップによって互いに接続された、前記ふたの側壁を形成することができる二つの側方
フラップ（８、９）を含み、フラップが、底を形成することができ、上フラップが、前記
全幅よりも小さい又はそれに等しい幅を有し、側方フラップ（８、９）が、箱が形成され
たとき前記製品の各中間部分（３）をきつく詰めることを可能にするための、規則的な間
隔で離間し、互いに対向して配設された開口（１１）によって穿孔されていることを特徴
とするブランク又は二つのブランクのセット。
【請求項１３】
　上フラップ（１０）が、箱が形成されたとき前記製品の各上端をきつく詰めることを可
能にするために配設された、規則的な間隔で離間した開口（１２）によって穿孔されてい
る、請求項１２記載のブランク又は二つのブランクのセット。
【請求項１４】
　底とふたとが一つの部片である、請求項１２又は１３記載のブランク。
【請求項１５】
　一連の四つの長方形フラップ（１０９、１１０、１１１、１１２）、すなわち、エンド
タブ（１１３）を有する折りたたみ部分（１１２）をその二つの自由縁に横方向に備えた
、底を形成する主フラップ（１１１）、主フラップの各側にそれぞれ取り付けられて有孔
側壁を形成する二つの側方フラップ（１１０、１１２）ならびに側方フラップ（１１０）
の一方に取り付けられて上壁を形成するエンドフラップ（１０９）を含み、他方の側方フ
ラップ及び／又は前記エンドフラップが接着タブを備えている、請求項１４記載のブラン
ク。
【請求項１６】
　互いに固定することができる二つのブランク（１３、１４）、すなわち底を形成するこ
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とができる第一のブランク（１３）及びふたを形成することができる第二のブランク（１
４）を含む、請求項１２及び１３のいずれか１項記載のブランクのセット。
【請求項１７】
　第一のブランク（１３）が、陳列トレーを形成するように配設され、その各縁で四つの
側方フラップ（１８、１９）に接続された長方形又は実質的に長方形の中央フラップ（１
５）を含み、その少なくとも二つが端部折りたたみ部分（２０）を備えている、請求項１
６記載のブランクのセット。
【請求項１８】
　第二のブランク（１４）が、一連の三つの長方形フラップ、すなわち、中央フラップ（
１０）及び二つの側方フラップ（８、９）を含み、ひとたびトレーに形成されると、それ
らの外部周辺部分が、第一のブランクに対向して二つの側壁にそれぞれ固定されるように
配設される、請求項１６及び１７のいずれか１項記載のブランクのセット。
【請求項１９】
　ふたの側壁の下寄り周囲部分及びトレーの側壁が、スナップ嵌め接続によって一方を他
方に固定するための手段（３９、５３、５４）を含む、請求項１６～１８のいずれか１項
記載のブランクのセット。
【請求項２０】
　側方フラップの下寄り周囲部分が、引き裂きによるトレー／ふたの切り離しを可能にす
る脆いタブ（３５）を含む、請求項１２～１７記載のいずれか１項記載のブランク又はブ
ランクのセット。
【請求項２１】
　ブランクの少なくとも一つが、箱が形成されたとき製品の端部のくさび止めを確実にす
ることができる切り欠き（９０）を備えた内部コーナーを形成するように配設された部分
的にプレカットされた部分（９２、９３）を含む、請求項１２～２０のいずれか１項記載
のブランク又はブランクのセット。
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